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自律協働システムの概念

釧路公立大学 西村友幸

アソシエ ー ションと呼ばれる組織は， 「協働システム」としてではなく， 「自律協働システムJとして概念
化されるほうがより適切である。 自律協働システムは， 自律領域と協働領域の2つの副領域からなる。 こうし
たシステムの会員は， 自律領域内で本務に従事する一方， 協働領域内で職務を遂行する。 システム生存にとっ
て， 協働領域から自律領域への「持ち帰り誘因」が重要であることが議論される。

The Concept of Autonomous and Cooperative Systems 

Kushiro Public University of Economics Tomoyuki NISHIMURA 

Abstract . It is more appropria旬that some sort of organizations called associations is conceptualized as 
“autonomous and cooperative systems，”rath巴r than as “cooperative syst恐ms.” An autonomous and 
cooperative system consists of two sub-domains: domain of autonomy and domain of coop巴i-ation.
Members of such systems engage in their day jobs in the domain of autonomy, while having duties in the 
domain of cooperation. It is argued that the existence of “take·out incentives” 旬be brought back to the 
domain of autonomy企・om the domain of cooperation is crucial for system viability. 
Keywords : Autonomous and cooperative system, Domain, In-house incentive, Take·out incentive 

1 ー はじめに

本稿の目的は， アソシエ ーションと呼ばれる組織

を「自律協働システムJとして概念、化した上で， シ

ステム生存のための処方を提示することである。

アソシエ ー ションは， しばしば「自発的」と形容

される。 このことが示唆するように， アソシエ ー シ

ョンは， 加入やその中での活動が基本的に成員の自

由意思に基づく組織である［1］。 われわれは， 学会，

各種の協会や連盟， II庁内会等， 実に多様なアソシエ

ーションと関わりを持っている。 また， 地域の成功

の鍵となる社会関係資本（ソー シヤル ・ キャピタ

ノレ）の蓄積に対して， アソシエ ーションが多大な貢

献を果たしていることが次第に認識されつつある

[2l o 

こうした遍在性や重要性とは裏腹に， 組織研究の

分野において， アソシエ ー ションに対する十分な関

心は払われてこなかった。 多くの学問的領域に分化

された組織研究の統合を図った Thompson[3］でさ

えも， 強制力を伴う手段的（instrumental）組織の

みに焦点を合わせ， 自発的な性格の組織を除外して

2004 年 9 月 17 日受付， 2005 年 3 月 30 日受理

23 

いる。 公式組織の理論構築を標携した March & 

Simon[4］の研究は， ウェ ー パ ー に代表される官僚

制理論の潮流を補強するものであり， そこには自生

的（spontaneous）協働の余地がほとんどない［5］。

今日に至るまで， アソシエ ー ションの研究は， 官僚

制組織の研究の多産性と比べて目立った成果をあげ

ていない［1］。

本稿は， アソシエ ーション研究におけるこれらの

ギャップを埋めようとする試みである。 現状打開の

ためになすべき数多くの事柄のうち， 視角の変更は

特に重要である。 なぜならば， 視角こそが， デ ー タ

の収集や知見の解釈等のための先行図式だからであ

る。 本稿は， アソシエ ー ションを把握するための先

行図式として「自律協働システムjの概念を提供し

ている。 この概念は， Barnard[6］による「協働シス

テムJから派生したものでありながらも弁別された

ものである。 彼は， 事業組織だけでなくそれ以外の

組織もまた， 自身の理論の射程圏内に入っているこ

とを強調する（注1）。 しかし， われわれが後に知

るように， 組織の 一種である左の理由でアソシエ ー

ションを協働システムとして把握することは， 誤解



The Concept of Autonomous and Cooperativ巴Systems

を招く結論に帰着する。 自律協働システムの概念は，

そうした誤りを回避するために必要である。

本稿は次のように展開される。 まず第 2 節では ，

自律協働システムの概念を素描する。 続く第 3 節で

は， 他の類似概念との比較を通じて， 自律協働シス

テムの概念を彫琢し独自化する。 これら2つの節が

システムの状態記述［7］に充てられたものであるの

に対し， 第4節はシステムの過程記述［7］へと移行

する（注2）。 すなわち， b、かにして自律協働シス

テムは生存可能かが検討され， この目的のために

B町田rd[6］によって端緒を与えられた組織均衡理論

が応用される。 第5節で結論を示す。

2. 自律協働システムの素描

2-1. なぜ自律協働システムか

われわれが通例 ， 「組織Jというラベルを貼る企

業， 病院， 教会等は ， Barnard[6］により「協働シス

テムJとして概念、化された。 協働システムは， 「少

なくとも1つの明確な目的のために 2人以上の人々

が協働することによって ， 特殊の体系的関係にある

物的， 生物的， 個人的， 社会的構成要素の複合体」

を意味する（注3）。

Barnard[6］によれば， システム左は， 構成要素が

相互依存的な関連を持つがゆえに全体として扱われ

るべきものである。 この相互依存的な関連を省みる

ならば， アソシエーションは， 単に協働が履行され

るところのシステムではなく， 自律と協倒jの双方が

履行されるところのシステムとして特徴づけられる

ほうがより適切で、ある。

アソシエーションの実例を用いることで ， この点

の理解が容易になる。 商店街振興組合は， 商店街が

形成されている地域において， 小売やサー ビス業等

を営む者が協働して諸事業を行うための法人組織で

ある。 組合は， それ自体としては紛れもなく協働シ

ステムである。 だが， 組合員の「本務Jはあくまで

も小売・サ ー ビス活動である。 こうした本務は， 組

合から割当てられた職務ではなく， 小売・サ ー ビス

業者が自己の責任と コ ントロ ールの下で、自律的に遂

行する性質のものである。

日常業務の周期性に拘束された小売業者は， 組合

活動に参画する余裕がなく ， その分だけ組合のカが

低下する［8l o 逆もまた同様であり， 過重な組合活

動は本務に支障を来す。 このように ， 自律と協｛動は

相互に依存しており， それゆえ両者を1つのシステ

ムの境界内に組み入れ考察することが理にかなう。

こうした解釈は， アソシエー ションに関する最も

有力な論者である Maclver[9］のそれとは， 2 つの

重要な点、で異なっている。 第 1 に， Maclver にとっ

ては， 人為的に形成されたあらゆる組織がアソシエ

ーションと呼ばれる。 しかし本研究では， アソシエ

ーションの内包は自律協働システムである。 協傍／Jシ

ステムにおいて筈rJ当てられる職務が「本務」そのも

のに相当する状況では， 自律協働システムの概念は

意味をなさず， 単に協働システムの概念で事足りる。

協働システムとしての組織に対しては， アソシエー

ションではなく， 官僚制とかヒエラルキ ーとかいっ

た別の範晴名を与えるほうがよい。

第 2 に， Maclver によれば， アソシエーションは

基底にある コ ミュニティから派生した器官（organ)

である。 彼は， 目標や問題等を議論するのに適切な

レベルは， コ ミュニティではなくアソシエ ーション

であると主張する。 他方 ， 自律協働システムの概念

は， アソシエ ーションがコミュニティと相互作用す

ることを合意している。 上述のように， 本研究は，

単なる協働システムを アソシエー ションの範障から

除外している。 ある組織をコミュニティから切り隙

して考察することが可能ならば， それは協働システ

ムである。 自律協倒jシステムの概念を用いるのは，

アソシエ ーションが基底の コ ミュニティに埋め込ま

れ， それゆえ両者は不可分の一体をなすと見なして

いるからである。

2-2. 自律協働システムの特徴

自律協働システムは， 「本来的に自律した複数の

人々が， 共通の目的のために協働する複合体」とし

て， ごく簡潔に定義される。 以下の 3 項目が ， 自律
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協働システムを特徴づけている。

① 会員は生産力を保有し， それを自己コントロ

ールする。 換言すれば， 会員は本務を抱えて

いる。

② 諸会員を相Eに連結するための団体が設立さ

れている。 会員は， 団体によって雇用される

のではなく， 団体に加盟する。 よって， そこ

からの脱退は失業を意味しない。

③ 団体の運営は会員によって担われる。 一方で

本務に従事している会員は， 団体運営の上で

の役員や委員等の職位を非常勤（パー トタイ

ム）で兼務する。

再び商店街を引き合いに出して， これら3項目を

確認する。 小売・サ ー ビス業者は， おのおのの商業

活動に従事し（特徴①）つつ， 商店街振興組合の活

動にも構成員として参画する（特徴③）。 何らかの

理由により組合から脱退したとしても， 小売・サー

ビス業者は商売の資格を失うわけではない（特徴

②）。

上述した Maclver[9］の用法にしたがえば， 商店

の集積はコミュニティとして， 組合はアソシエ ーシ

ョンとして， それぞれ把握される。 コ ミュニティと

アソシエ ーションが一体不可分であることを強調す

る本研究は， 組合のみを分析の対象とせず， 組合に

より結節された商店の集積全体を展望することを意

図している。

2-3. 理念型としての自律協働システム

上記の①～③により特徴づけられる自律協働シス

テムは， 現実から抽象された理念型［ 10］であり， 決

して現実の平均的な記述ではない。 よって， 実在す

るアソシエーションすべてが， これらの特徴を兼ね

備えているとは限らない。

特徴①の叙述に際して念頭に置かれているのは，

個人の会員である。 しかし， 実際のアソシエーショ

ンの会員には法人も存在する。 法人会員の場合には，

当該法人と中枢の調整団体とは， 法人を代表する対

境担当者によって媒介される［11］。 法人の規模が小

さいうちは， 対境担当者と個人会員とはほぼ無差別

Vol.22,No. 1 (2005) 

である。 しかし， 法人が大規模化するにつれ， との

同 一視は通用しなくなるであろう。

特徴②に関しては， 団体からの脱退が本務の執行

停止を意味するいくつかの実例が存在する。 わが国

の場合 ， たとえば弁護士会や公認会計士協会がそれ

に該当する。 「現代のギノレドJとでも呼ぶべきこの

種の職能団体の会員は， 当該団体には逆らわずに会

員資格を維持するのが有利であることを知っている

[12]0 

特徴③に関しては， 団体運営の一部が専従の職員

によって担われるアソシエ ー ションも少なくない

[13][14］。 そこにわれわれは， アソシエ ーションと

官僚制の混成を見ることができる。

無論， 現実に確認されるこれらの例外は， 理念、型

を虚構として退けるための材料ではない。 むしろ，

理念型を基準として現実を観察し， 差異を発見する

ことは， 社会事象をよりよく理解し説明するための

契機となる［15］。 たとえば， 特徴＠に関していえば，

アソシエ ーションの内に官僚制が発達する原因の究

明が期待される［16lo

理念型の採用に当たって心得ておくべきもう1つ

の要点は， それが模範と混同されてはならないこと

である。 自律協働システムは， 純粋に論理的な意味

での構成概念、であり， 価値判断を伴った指導原理で

はない。 よって， 理念型としての自律協働システム

は， 「自律が尊重されるべきjとか， 「自律なき協

傍jは望ましくないJとかいったことを含意しない。

自律協｛ifjlJシステムにおいては ， 会員は団体に雇用

されるのではなく， それに加盟する（特徴②）。 会

員は元来， 自己を雇用している（特徴①）。 したが

って， 団体からの脱退は解雇を意味しない（特徴＠）。

換言すれば， 各会員は「機能的自律性Jを持ってい

る。 機能的自律性とは， システムのある部分が， 他

の諸部分から切り離されても存続しうる可能性を指

す［ 17］。 機能的自律性が高いほど， システムの統合

はより困難である。 自律は， 欠くことのできない規

範どころか ， むしろトラブ
、

ノレの元で‘ある。

Fhu
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3. 他の類似概念との比較

前節が素描した自律協働システムの概念を彫琢し

独自化するために ， 本節は他の類似概念 との比較を

試みる。 紙面の制約上， 3つの重要な概念のみを取

り 上げる。 それらは， 1. 仮I］生組織， 2. ルー ス リ
ー・カップルド・システム， 3. 場 ， である。 また，

1.に関連して提携についても論及する。

3-1. 側生組織

Barnard[I8］ に よ れ ば ， 公 式 組 織 に は 側 生

(lateral）組織 と階層 （scalar）組織， の 2 種類が

存在する。 これら2つは， 公式組織の要素である

(a）協働意欲，（b）共通目的，（c）伝達のうち，（b）と（c)

の2点において著しい対照をなしている。 側生組織

の共通目的は ， 個人的で具体的目的に限定されてい

るのに対し ， 階層組織のそれは， 組織自体に内在す

る。 伝達の方法 としては， 傾I］生組織では主に協議が ，

階層組織では主に指令や命令が， それぞれ用いられ

る。

現実には， 一 方の極の側生組織 と， 他方の極の階

層組織の聞に， 無数の中間的ないし混成 的な公式組

織が認められる［19］ 。 Whetten[20］は， そうした形

態を提携（alliance）とl呼び， 相E調節（側生組織に

ほぼ相当） と法人関係 （階層組織にほぼ相当）の両

極端の中聞に位置づけている。

提携はさ ら に ， ①連合（ coalition ） と② 連 邦

(federation）の 2 つに分けられる。 ①の連合と異

なり， ②の連邦は ， 参加者聞の調整を担う管理組織

が存在する提携である。 Provan[21］にしたがって ，

参加者を加盟者 （ affiliate ）， 管理組織を FMO

(federation management organization の略）とそ

れぞれ呼ぶ。 自律協働システムの会員は加盟者であ

る と同時に， FMO の活動も担当する。 とうした連

邦を， Provan[21］は「参加型jと形容する。

要するに ， 自律協働システムは， 階層組織の対極

にある側生組織 と同一ではなく， 両者の中間に位置

する提携の一種 としての参加型連邦である。 参加型

連邦の加盟者は，Jf匙能のある部分を FMO に委譲 す

るが， それ以外の事項に関しては自律性を保持して

いる。 加盟者は他方で， FMO に委譲されたl段能の
一部を担うこ とで協働に対して貢献する。

なお， 連邦においては， 加盟者が依頼人 （プリン

シパノレ）, FMO が代理人（エー ジェント）という関

係になる［22] 0 よって ， 参加型連邦の加盟者は ，

FMO 内でいわば「自己の代理人Jとしてふるまう。

3-2. ルースリ ー・ カップルド ・ システム

上 記 の 相互 調 節 ， 提 携， 法 人 関 係 は ， 強度

(intensity）の連続体上に位置づけられる［2sL 強

度は， 関与および 公式性のレベルを表し， 結合

(coupling）の概念に類似している。 すなわち， 相

互調節は最もルースな結合として ， 法人関係は最も

タイトな結合として ， 提携はそれらの中間 として，

それぞれ理解される。

しかし ， ルースリ ー ・カップルド・システム （以

下 LCS と略記）の文献を網羅的に検討した Orton & 

Weick[24］は， こうした理解 を一元的で単純である

として退ける。 彼らによれば， LCS は要素の「独自

性Jと要素聞の「反応性J（すなわち相互依存性）

の双方が存在するシステムである。 これら2つの矛

盾する様態を把握するための概念 として， LCSは 一

元的ではなく弁証法的に解釈される必要がある。

Orton & Weick[24］によれば ， 後に LCS の弁証法

的概念、へ と結実するような， 組織に内在する矛盾を

最初に指摘したのは Thompson[3］である。 彼は，

組織の①合理的で閉鎖的な側面 と， ②自然で開放的

な側面 ， の2つを識別した上で， ①をテクニカル ・

コアに， ②を制度的レベルに ， それぞれ帰属させる

研究戦略を採用した。

以上のような Thompson[3］の手続， および彼が

使った鍵概念を借用して， 本研究は ， 自律協働シス

テムが2つの領域（ドメイン） ， すなわち自律領域

と協働領域とにより構成される と見なす。 ここで領

域は， 人の集合ではなく活動の観点から定義される。

すなわち， 自律領域と協働領域は同一の人々を共有

pn円L
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しているが， これら2つの副領域において行われる

活動の性質は異なり ， 対応する様態も異なる。 諸会

員は， 本務を遂行する自律領域では独自性を， 協働
領域では反応性を ， それぞれ示す傾向がある。 もっ

とも， これらは「傾向Jにすぎないため， 例外もあ

りうる。 自律領域において， 会員は他者の実践を模

倣するかもしれない。 あるいは， 協働領域が派閥聞

の抗争によって分裂してしまうかもしれない。

3-3. 場

比l喰的に表現すれば， 独自性と反応性の双方を示

す会員は， 粒子性と波動性とを有する「光Jである。

伊丹［25）によれば， あたかもi皮切Jとしての光のよう

な，人々の濃密な情報的相互作用のll!JJきからなる全

体が「場Jと呼ばれる。 一方， 場の中で不可避的に

現われる特異な個性は，粒子としての光にたとえら

れる。 かくて，波動・粒子の二重性は， 1つの場の

境界内に並存する現象と見なされる。

本稿では， 独自性（粒子性）と反応性（波動性）
の矛盾は ， 自律領域と協働領域という2つの副領域

を想定することで解消されている。 この思考は ，

Nonaka, Toyama & Konno[26）による場の理論と親

和性が高い。 彼らによれば， 場は 「共有された文

脈Jを意味しており，かたや場への各参加者は「個

人の文脈Jを有している。 個人を取り巻く情況要因

は，相互作用が行われる場の境界の外側に位置づけ

られていることに注目すべきである。
伊丹［25）や Nonaka et al.[26）が場の概念をもっぱ

ら企業内プロジェク卜の分析に用いたのに対して，

秋庭［27）はそれを地域内プロジェクトに適用し ， 次

の 3 つの事実を発見している。（1）プロジェクトへ

の参加者は通常 ， 他の本業を持っているため，相互

作用は間断的に行われる。（2）加えて ， 参加は強制

的ではなく， 自発性の原則に基づいている。（3）し

かし ， メンバーシップや目的はかなりの程度まで明

確化されており ， 決して場当たり的なものではな
し、。
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これらを踏まえ，秋庭［27）は， 場そのものの背後

にある「文脈要因jを浮き彫りにする。 すなわち，

場左してのプロジェクトへの参加は，それが形成さ

れるところの地域の諸事情に依存している。

比較的早期に場の概念に着目したのが山田［28）で

ある。 Barnard[6）の理論はまさに場の理論であると

とらえる山田の発想は， 以下のように要約できる。

場には，斥力と引力の2つの相反するカが働く。

組織の内外で， 斥力に相当するのが個人人格であり，

引力に相当するのが組織人格である。 それぞれの人

格に即し ， 人間は組織との関連において，①個人的

意思決定と②組織的意思決定を行っている。 ①は，

協働への参加の是非 ， および参加の継続の是非に関

する個人の委譲不可能な主観的決定であり，したが

って組織の外部で行われる。 ②は，参加やその継続

を与件として，組織の内部で組織目的の達成に向け

て行われる決定である。 それは， 非人格的な性質の

ものであり， 組織内部で委譲や分割が可能である。

整理すれば次のようである。 場は，それが背景条

件左の関連で考察されるならば， 近似的に自律協働J

システムとして把握される。 場そのものは協働領域

に相当し ， そこでは組織人格が意思決定を支配して

いる。 個人人格が顕著なのは，協働領域の外側すな

わち自律領域においてである。 個人的意思決定は，

2つの主要な決定を含む。 1つは，いかに本務を遂

行するかに関する決定であり，もう1つは協働への

参加の是非に関する決定である。

断わっておくべきことは， 上記のような考え方が ，

場の概念、の有用性を否定するものではないことであ

る。 場の精妙な相互作用プロセスの解明は，本研究

の範囲を超えており， 場の研究者の手に委ねられて

いる。 組織をヒエラノレキーととらえるか ， それとも

場ととらえるかによって， マネジメントのあり方は

大きく異なるであろう［25）。 場の概念がマネジメン

ト研究の新たな地平を切り聞きつつあるととは疑い
ない。

ヮ，qL
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図1 自律協働システムの模型

3-4.まとめ

以上の検討を基に， 自律協働システムの模型は図

1のように描かれる。

自律協働システムは， 自律領域と協働領域の2つ

の高rj領域からなる複合体である。 会員は ， 自律領域

内で本務を遂行する一方で， 自己の代理人として協

働領域内でFMO関連の職務を遂行する。 また会員

は， 個人人格に即して， 協働領域への参加の是非を

検討する。

4. システムの過程記述

自律協働システムの状態記述は， 図1に要約され

た。 しかし， この青写真が直ちに実現へと至るわけ

ではない。 描写のとおり， 自律協働システムの会員

は， 自律領域で、の活動と協働領域での活動というこ

重の役割を負う。 注がれる時間， 注意力 ，
エネルギ

ーの制約の下では ， これら二重の役割は背反する。

一方を取捨選択する必要に迫られた場合， 会員は自

己の生活にとって不可欠な本務に専念するであろう。

かといって， 協｛動を強引に達成しようとする試みは，

先に述べた会員の機能的自律性ゆえに， 抵抗や離脱

を惹起するであろう。 自律協働システムの生存にと

って重要なことは， 無理のない方法で会員から協働

意欲を引き出すことである。

4-1. 誘因と貢献

協働意欲の源は ， ①協働に伴う誘因に関する主観

的満足と， ②協働に伴う犠牲に関する主観的評価，

とを比較して得られる純満足の大きさである。 一般

に， ①を誘因， ②を貢献とl呼び， 誘因ミ貢献となる

ことが協働意欲を確保する条件である。 こうした視

角は組織均衡理論と l呼ば れ ， 先駆者 と し て の

Barnard[6］， そして後続のSimon[29］やMarch & 

Simon[4］等に遡ることができる。 以下 ， 自律協｛®J

システムという文脈情況での②貢献を， 続いて①誘

因を説明する。

会員は ， 協働領域に関与することで ， その分だけ

自律領域に関与する余地を減らす。 これにより失わ

れる本務の成果が， 貢献の費用である。 この点は注

意を要する。 たとえ， 会員は協働そのものを忌避し

ていなくても， 本務に支障を来すと知覚すれば意欲

を失う。

他方， 協働領域への関与から得られる誘因は， 自

律協働システムの概念に依拠することで， 次の2種

類に分類可能である（注 4） 。
(a）インハウス誘因 協働領域内で得られる会員

の個人的満足であり， 理想！の恩恵、 ， 仲間意識，

威信や名誉， 事の成行きに参加している感情

[6］等を指す。

(b）持ち帰り誘因 協働領j或から自律領減へフィ

ード、パックされる誘因であり， 知識， 正当性，

斡旋や紹介， 権利， 財源、等， 有形無形のイン

プットを指す。

4-2. 誘因の効果

それでは， インハウス誘因と持ち帰り誘因は， 会

員の協働意欲に対していかなる効果を及ぼすので、あ

ろうか。 いずれか一方ではなく， 両者が存在するほ

うが望ましいのはいうまでもない。 現実にも， 両者

は抱き合わせで提供されていると考えるのが自然で

ある。 しかし以下では， これら2種類の誘因の効果

を個別に検討する。

(1）インハウス誘因

会員が協伺jに関与すればするほど， インハウス誘

因は増大するであろう。 しかし， 協働への関与は ，

本務に割く時間の減少を意味する。 それによって本

。δ円ノω
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図2インハウス誘因の限界

務の成果は低下する。会員は機会費用を支払ってい

るのである。

インハウス誘因は，この機会費用を補償しようと

する誘因である。もし，補償が十分であるならば，

会員は協働することを動機づけられる。しかし，そ

のような情況は，有閑的な会員の場合に限定される

と考えられる。たとえば，日々の商売を息子に任せ

ており，十分な時間を持った小売業者が，インハウ

ス誘因に惹かれて商店街の組合活動に進んで関与し

ても不思議ではない。その他の会員からも協働意欲

を引き出 そうとするならば，本務の犠牲を補償’しな

ければならないという点で，インハウス誘因は極め
て高いものについてしまう。

以上で説明したインハウス誘因の限界の構造は，
図2のように示される。

(2）持ち帰り誘因

会員が協働への関与を増すほど，持ち帰り誘因は

増大するであろうが，それと同時に本務に割く時間

は減少する。この図式はインハウス誘因の場合と同
じである。しかし，持ち帰り誘因は，協働領域から

自律領域へフィ ー ド、パックされ，そこで活用される

という点で，インハウス誘因とは異なる。

図3は，①本務の成果が（a）単位あたり生産性と

(b）本務に割く時間，の積であること，＠協働への

関与は，（b）を減少させる 一 方で，創出された持ち

Vol.22,No. 1 (2005) 

じf…
に

図3持ち帰り誘因の可能性

帰り誘因の活用によって（a）を向上させる こと，を

表現している。協働への関与なくしては，持ち帰り

誘因は入手できない。反対に，協働jへの完全な関与

は多量の持ち帰り誘因を創出するが，それを活用す

る時聞が残っていないため無駄なものに終わる。本

務の成果が最大となる点、は，完全な自律と完全な協

働という両極端の聞のどこかに打たれるであろう。

5. 結び

本研究は，アソシエ ー ションを自律協働システム

として概念化した上で，し、かに会員の協働意欲を確

保できるかを検討した。「持 ち帰り誘因こそが重要

である」というのが結論で、ある。

ただし，持ち帰り誘因が本務の成果に及ぼす影響

は，次の2つの条件がなければ潜在的なままである。

第1に，持ち帰り誘因を創出するための有効な協働

が行われる必要がある。 トー トロジーを承知の上で

いえば，有効な協働とは，自律領域を：補完し強化す

る性質のものであって，自律領域を離れて自存する

性質のものではない。

第2に，持ち帰り誘因が活用されなければ元も子

もない。したがって，会員の活用能力が不可欠であ

る。この活用能力に関する手がかりは，本稿で持ち

帰り誘因の1っとして扱われた「知識Jについての
議論の中に見出される。Cohen & Levinthal[31）は，

n3
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外部の新たな知識を評価し消化する行為主体の力量

を「吸収能力Jとl呼び， それは先行関連知識の関数

であるとする。 このことから ， 有閑的な会員よりも ，

本務に熱心な会員のほうが， 高い吸収能力を持つと

いえそうである。

本研究の意義は次の2点である。 第1に， アソシ

エ ーションと呼ばれる組織は ， 自律協働システムと

して概念化するのがより適切である。 またそうする

ことで， 会員の協働意欲にとって本質的なのは持ち

帰り誘因であることが理解される。 仮に， 本研究の

出発点の概念が協働システムで、あったとするならば，

アソシェ ーションから連想される自発性や非営利性

といったイメ ー ジと相まって， 理想、の思恵や仲間意

識［6］を過度に強調する結果となったであろう。 加

えて， これら理想の思恵、や仲間意識に対して ， イン

ハウス誘因の名称、を与えることも不可能だったであ

ろう。 同時に， 持ち帰り誘因の概念も生まれなかっ

たはずである。

第2 に， 本研究は， 自律と協働の聞の釣合いが必

要であり， かっそれが可能で、あることを示している。

自発的な協働に関する従来の研究は， 協働か否かの

二者択一的図式を採用した上で， 協働を実現するた

めの諸条件を探ってきた。 他方， 自律と協働を 一対

のものとして考えることで ， 本研究は協働の有無で

はなくその程度を問題にした。 本研究が推奨するの

は， 「ほどほどにJ 協働し， その持ち帰りを各自で

活用する折衷様式なのである。

付記：；本稿は平成 14～ 16年度科学研究費補助金（課

題番号・14597005） の助成を受けた研究成果の 一部

である。

注

(1) Barnard[6］， 邦訳， 日本語版への序文36ベー

シ。

(2）状態記述とは青写真を描くことであり， 過程記

述とは処方を書くことである。 問題解決には，

Iつの複雑な事態について， この2つの記述の

仕方の聞で絶えず変換作業を行うことが必要で

ある。 Simon[7］， 邦訳 250ペー ジ。

(3) Barn但吐［6］， 邦訳 67ページ。

(4） 誘因のこうした二分法は佐々木［30］から着想を

得た。 佐々木によれば ， R&D コンソ ーシアの

管理機構には， ①共同研究施設を設立して会員

企業がそこで共同研究開発を行うインハウス型

と， ②企業問の研究開発を調整する組織のみが

存在し ， 実質的な研究開発は会員企業が持ち帰

って行う持ち帰り型， の 2 種類がある。
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